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○奈良市学校給食費の管理に関する要綱 

平成26年３月31日告示第200号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、奈良市学校給食費の管理に関する条例（平成25年奈良市条例第77号。以下「条

例」という。）及び奈良市学校給食費の管理に関する条例施行規則（平成26年奈良市規則第３号。

以下「規則」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則の例による。 

（学校給食費の減額） 

第３条 市長は、児童又は生徒（以下「児童等」という。）が牛乳等の食物アレルギー等により学

校給食を受けることができない場合は、学校給食費を減額することができるものとする。 

２ 前項の減額の計算において、１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（学校給食の停止による学校給食費の徴収） 

第４条 傷病等のため児童等が学校給食を受けることができない期間が連続して７日以上の場合は、

当該期間（学校給食の停止の申出があった日から３日目（学校給食を実施しない日を除く。）以

後の期間に限る。）に係る学校給食費を徴収しないものとする。 

（学校給食費の徴収方法） 

第５条 学校給食費を口座振替の方法により徴収する場合は、徴収対象者は、別に定める口座振替

依頼書を市に提出するものとする。 

２ 前項に規定する方法によらない学校給食費の徴収は、奈良市学校給食費納入通知書（別記第１

号様式）により徴収対象者に通知する方法により行うものとする。 

（学校給食費の充当） 

第６条 徴収対象者が納付した学校給食費に過納又は誤納があるときは、その過誤納額を当該徴収

対象者の未納の学校給食費に充当するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により充当するときは、奈良市学校給食費充当決定通知書（別記第２号様

式）により徴収対象者に通知するものとする。 

（学校給食費の還付） 

第７条 徴収対象者が納付した学校給食費に過納又は誤納があるときで、当該徴収対象者の未納の

学校給食費がない場合は、その過誤納額を還付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により還付するときは、奈良市学校給食費還付決定通知書（別記第３号様
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式）により徴収対象者に通知するものとする。 

３ 災害、警報発令、感染症、事故等により学校給食の一部又は全部を実施できなかった場合は、

学校給食費を還付しないものとする。 

（督促） 

第８条 市長は、徴収対象者が規則第６条に規定する納付期限までに学校給食費を納付しないとき

は、当該徴収対象者に対して奈良市学校給食費督促状（別記第４号様式）により督促を行うもの

とする。 

２ 前項の督促がなされたにもかかわらず、徴収対象者が学校給食費を納付しないときは、当該徴

収対象者に対して奈良市学校給食費催告書（別記第５号様式）及び奈良市学校給食費過年度債権

内訳（第５号様式の２）により催告を行うものとする。 

３ 前項の催告を行った場合において、徴収対象者からの申出、債務の承認及び納付の誓約があっ

たときは、市長は、当該学校給食費について、奈良市学校給食費分納計画書兼納付書（別記第５

号様式の３）により通知し、分割して納付させることができる。 

（学校給食費の遅延損害金） 

第９条 市長は、徴収対象者が規則第６条に規定する納付期限までに学校給食費を納付しないとき

は、当該未納の学校給食費の額に、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、民法（明

治29年法律第89号）第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収す

ることができる。 

（学校給食費を減免できる場合） 

第10条 条例第５条に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。 

(１) 災害、火事、事故等により、徴収対象者が一時的に学校給食費を納付する資力を失った場

合であって、生活保護制度及び就学援助制度の適用を受けることができないとき。 

(２) その他市長が特に必要と認めたとき。 

（児童等以外の者が負担する学校給食費） 

第11条 児童等以外の者に対して実施した学校給食に係る学校給食費は、当該学校給食を受けた者

が負担するものとする。 

２ 前項の場合における学校給食費の徴収については、児童等に対して実施した学校給食に係る学

校給食費の例による。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
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附 則 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年11月15日告示第757号） 

この告示は、平成29年11月15日から施行する。 

附 則（令和元年６月28日告示第109号） 

この告示は、令和元年６月28日から施行する。 

附 則（令和元年９月17日告示第236号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年９月17日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈良市学校給食費の管理に関する要綱別記

第１号様式、第４号様式及び第５号様式の３の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、

必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年８月４日告示第416号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年８月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈良市学校給食費の管理に関する要綱別記

第３号様式、第４号様式及び第５号様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要

な調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年３月19日告示第126号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 
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別記 

第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第６条関係） 
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第３号様式（第７条関係） 
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第４号様式（第８条関係） 
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第５号様式（第８条関係） 
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第５号様式の２（第８条関係） 

 



10/10 

第５号様式の３（第８条関係） 

 


